
総合事業の額を市町村が定める際に勘案すべき基準（令和６年度改正の概要）
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○ 基本報酬の単価について、通所介護の介護報酬改定に準ずる⾒直しを⾏うとともに、介護予防通所リハビリテーションと同様に運動機
能向上加算を包括化する。また、「高齢者の選択肢の拡大」の観点から、従前相当サービスを含めた多様なサービス・活動を組み合わせ
て高齢者を支援できるよう要支援２の者の１回当たりの単価について１回からの算定を可能とする。

○ その他令和６年度介護報酬改定に準じた加算・減算の設定を⾏う。

基本報酬 改正前 令和６年度告⽰改正

１月当たり
要支援１・事業対象者 1,672単位 要支援１・事業対象者 1,798単位
要支援２・事業対象者 3,428単位 要支援２・事業対象者 3,621単位

１回当たり

要支援１・事業対象者
（⽉１回〜４回） 284単位 要支援１・事業対象者

（⽉１回〜４回） 436単位

要支援２・事業対象者
（⽉５回〜８回） 395単位 要支援２・事業対象者

（⽉１回〜８回） 447単位

運動器機能
向上加算の
包括化

＜その他令和６年度介護報酬改定に準じた⾒直し＞ （※）詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲36975.htmlの該当ページ参照。

高齢者虐待防止の推進（Ｐ27） 、業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入（Ｐ26）
通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化（Ｐ55）
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化（Ｐ54） 、
選択的サービス複数実施加算の⾒直し（Ｐ53） 、科学的介護推進体制加算の⾒直し（Ｐ39） 、介護職員の処遇改善（Ｐ41）

月１回から算定可

※ このほか地域全体で高齢者の移動手段を確保するという視点にたち、送迎を外部委託等する場合の基本報酬に占める送迎に要する費用を
明確化。

➡ 必要なサービスを必要な者の選択に基づき提供することが可能に

注）従前相当サービスについては、市町村が事業の継続性や介護人材の確保の状況等を踏まえ、国が定める単価の引き上げることも可能
サービスＡなどの多様なサービスについては、上記に加え市町村が独自の加算等を設定することも可能

通所型
サービス
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※本市では月の包括単価を採用しています。
※基準緩和サービスは要支援２の者の1回当
たりの単価について算定が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage?36975.html


通所型サービスの基本報酬、加算、減算（令和６年４⽉時点）
※ 介護保険法施⾏規則第140条の63の２第１項第１号に規定する厚⽣労働大⾂が定める基準（令和３年厚⽣労働省告⽰第72号）より作成

通所型
サービス

利⽤者の⽣活状況に応じた基本サービス費
（⽉額包括報酬のほか、１回あたり単価を定めることにより、

従前相当サービス以外の通所型サービスとの組み合わせが可能）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算

⽣活機能向上グループ活動加算（１⽉につき） 100単位

若年性認知症利用者受入加算（１⽉につき） 240単位

栄養アセスメント加算（１⽉につき） 50単位

栄養改善加算（１⽉につき） 200単位

口腔機能向上加算（Ⅰ）（１⽉につき） 150単位

口腔機能向上加算（Ⅱ）（１⽉につき） 160単位

一体的サービス提供加算（１⽉につき） 480単位

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１⽉につき） 88単位
又は176単位

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１⽉につき） 72単位
又は144単位

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１⽉につき） 24単位
又は48単位

⽣活機能向上連携加算（Ⅰ）（１⽉につき、３⽉に１回を限度） 100単位

⽣活機能向上連携加算（Ⅱ）（１⽉につき） 200単位

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20単位

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位

科学的介護推進体制加算（１⽉につき） 40単位

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（１⽉につき）
所定単位数の

59/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（１⽉につき）
所定単位数の

49/1000

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）（１⽉につき）
所定単位数の

23/1000

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（１⽉につき）
所定単位数の

12/1000

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）（１⽉につき）
所定単位数の

10/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算（１⽉につき）
所定単位数の

11/1000

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5/100

利用者の数が利用定員を超える場合 70/100

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 70/100

高齢者虐待防止措置未実施減算 －1/100

業務継続計画未実施減算 －1/100

事業所と同一建物に居住する者または同一建物から
通所型サービスを⾏う場合

－94単位、－376単位
又は－752単位

事業所が送迎を⾏わない場合（⽚道につき） －47単位 5

イ １週当たりの標準的な回数を定める場合（１⽉につき）
（１）事業対象者・要支援１ 1,798単位
（２）事業対象者・要支援２ 3,621単位

ロ １⽉当たりの回数を定める場合（１回につき）
（１）事業対象者・要支援１ 436単位
（２）事業対象者・要支援２ 447単位

（※） については、令和６年４⽉に⾒直しを⾏った事項。
（※１）イ及びロについて、利⽤者が事業対象者（介護保険法施⾏規則第140条の62の４第２号に
定める者をいう。）であって、介護予防サービス計画において、１週に１回程度の指定相当通所
型サービスが必要とされた者については、イ（１）又はロ（１）に掲げる所定単位数を、１週に
２回程度又は２回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた者については、イ
（２）又はロ（２）に掲げる所定単位数をそれぞれ算定する。

（※２）ロ（１）については１⽉につき４回まで、ロ（２）については１⽉に８回までの範囲で、
所定単位数を算定する。

（１回につき、
６月に１回を限度）

（１回につき、
６月に１回を限度）

利用者の状態に応じたサービス提供や施設の体制に対する減算
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通所型サービスの基本報酬、加算、減算（令和６年６⽉時点）
※ 介護保険法施⾏規則第140条の63の２第１項第１号に規定する厚⽣労働大⾂が定める基準（令和３年厚⽣労働省告⽰第72号）より作成

通所型
サービス

利⽤者の⽣活状況に応じた基本サービス費
（⽉額包括報酬のほか、１回あたり単価を定めることにより、

従前相当サービス以外の通所型サービスとの組み合わせが可能）

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算

⽣活機能向上グループ活動加算（１⽉につき） 100単位

若年性認知症利用者受入加算（１⽉につき） 240単位

栄養アセスメント加算（１⽉につき） 50単位

栄養改善加算（１⽉につき） 200単位

口腔機能向上加算（Ⅰ）（１⽉につき） 150単位

口腔機能向上加算（Ⅱ）（１⽉につき） 160単位

一体的サービス提供加算（１⽉につき） 480単位

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１⽉につき） 88単位
又は176単位

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１⽉につき） 72単位
又は144単位

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１⽉につき） 24単位
又は48単位

⽣活機能向上連携加算（Ⅰ）（１⽉につき、３⽉に１回を限度） 100単位

⽣活機能向上連携加算（Ⅱ）（１⽉につき） 200単位

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 20単位

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位

科学的介護推進体制加算（１⽉につき） 40単位

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（１⽉につき）
所定単位数の

92/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）（１⽉につき）
所定単位数の

90/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）（１⽉につき）
所定単位数の

80/1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）（１⽉につき）
所定単位数の

64/1000

令和７年３⽉31⽇までの間
介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(1)〜(14)（１⽉につき）

(※３)所定単位数の

81/1000
から33/1000

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5/100

利用者の数が利用定員を超える場合 70/100

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 70/100

高齢者虐待防止措置未実施減算 －1/100

業務継続計画未実施減算 －1/100

事業所と同一建物に居住する者または同一建物から
通所型サービスを⾏う場合

－94単位、－376単位
又は－752単位

事業所が送迎を⾏わない場合（⽚道につき） －47単位
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イ １週当たりの標準的な回数を定める場合（１⽉につき）
（１）事業対象者・要支援１ 1,798単位
（２）事業対象者・要支援２ 3,621単位

ロ １⽉当たりの回数を定める場合（１回につき）
（１）事業対象者・要支援１ 436単位
（２）事業対象者・要支援２ 447単位
（※） については、令和６年６⽉に⾒直しを⾏った事項。
（※１）イ及びロについて、利⽤者が事業対象者（介護保険法施⾏規則第140条の62の４第２号に
定める者をいう。）であって、介護予防サービス計画において、１週に１回程度の指定相当通所
型サービスが必要とされた者については、イ（１）又はロ（１）に掲げる所定単位数を、１週に
２回程度又は２回を超える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた者については、イ
（２）又はロ（２）に掲げる所定単位数をそれぞれ算定する。

（※２）ロ（１）については１⽉につき４回まで、ロ（２）については１⽉に８回までの範囲で、
所定単位数を算定する。

（１回につき、
６月に１回を限度）

（１回につき、
６月に１回を限度）

利用者の状態に応じたサービス提供や施設の体制に対する減算

（※３）(1) 81/1000、(2) 76/1000、(3) 79/1000、(4) 74/1000、(5) 65/1000、(6)63/1000、(7) 56/1000、(8) 69/1000、(9) 54/1000、(10) 45/1000、(11) 53/1000、(12) 43/1000、(13) 44/1000、(14) 33/1000
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